
松阪市脱炭素化住宅等促進補助金 

‐ 断 熱 窓 の 補 助 金 額 の 計 算 例 ‐ 
 

パターン 1 補助金額が上限額 40,000 円となる場合 

回 答 

 

Ⓐ 窓・ガラスに係る費 320,000 円（税込） 

Ⓑ 補助金申請手数料   5,000 円（税込） 

Ⓒ 国等の補助金額   110,000 円    であれば、 
 

【Ⓐ 320,000 円 － Ⓑ  5,000 円 ＝Ⓓ 315,000 円】 

が補助対象経費の基準額である200,000円を超えるため申請可能です。 

【（Ⓓ 315,000 円 － Ⓒ 110,000 円）÷ 2 ＝ 102,500 円 】 

が補助金額の上限である 40,000 円を上回るので、 

補助金交付申請書に記入する補助金額は 40,000 円となります。 
 

パターン 2 補助金額が補助対象経費の 1/2 となる場合 

回 答 

 

Ⓐ 窓・ガラスに係る費用 240,000 円（税込） 

Ⓑ 補助金申請手数料    5,000 円（税込） 

Ⓒ 国等の補助金額    160,000 円   であれば、 
 

【Ⓐ 240,000 円 － Ⓑ  5,000 円 ＝Ⓓ 235,000 円】 

が補助対象経費の基準額である200,000円を超えるため申請可能です。 

【（Ⓓ 235,000 円 － Ⓒ 160,000 円）÷ 2 ＝ 37,500 円 】 

が補助金額の上限である 40,000 円を下回るので、 

補助金交付申請書に記入する補助金額は 37,000 円となります。 

                     ※千円未満切り捨て 
 

パターン 3 補助対象外（申請不可）となる場合 

回 答 

 

Ⓐ 窓・ガラスに係る費用 200,000 円（税込） 

Ⓑ 補助金申請手数料    5,000 円（税込） 

Ⓒ 国等の補助金額    110,000 円   であれば、 
 

【Ⓐ 200,000 円 － Ⓑ  5,000 円 ＝Ⓓ 195,000 円】 

が補助対象経費の基準額である 200,000 円を下回るため、 

補助対象外（申請不可）となります。 
 

 


